
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

453,343 215,564 108,964 7 20,436 108,372

27,135 0 4,192 11,381 1,834 9,728

595,710 224,678 94,526 31,631 38,851 206,024

34,523 3,750 3,068 650 4,292 22,763

1,110,711 443,992 210,750 43,669 65,413 346,887

289,383 11,448 5,724 0 43,187 229,024

338,585 0 45,077 7,366 45,398 240,744

147,357 13,997 50,055 0 13,217 70,088

775,325 25,445 100,856 7,366 101,802 539,856

3,662 0 259 2,554 135 714

74,425 1,735 989 18,341 8,466 44,894

18,634 6,487 1,582 2,284 1,314 6,967

13,366 0 593 47 2,019 10,707

81,807 0 29,427 4,878 7,536 39,966

22,942 0 125 5 3,619 19,193

214,836 8,222 32,975 28,109 23,089 122,441

2,100,872 477,659 344,581 79,144 190,304 1,009,184

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和５年度当初予算）

　令和５年度上郡町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 190,304 千円

1,199,488 千円

財源内訳

特定財源 一般財源

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日から10%に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

区分 事業名 令和５年度
予算額

国庫支出金 県支出金 その他 地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生


